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Tax Analysis 
 

税関法令の整備：租税関係の

法令違反行為の自主開示に関

する規定の調整 
 
 
2023年 10月 8日、税関総署は 2023年第 127号公告（以下、「127号公
告」）を公布し、租税関係の法令違反行為の自主開示に関するルールを更新し

た。127号公告は、2023年 10月 11日から 2025年 10月 10日までの期間に
おいて施行され、旧規定である「租税関係の法令違反行為の自主開示への対処

に関する事項についての公告」（税関総署公告 2022年第 54号。以下、「54
号公告」）は、127号公告の発効を以て廃止された。54号公告と比べて、127
号公告は、行政処罰免除の対象となる租税関係の法令違反行為の自主開示の範

囲を拡大すると同時に、自主開示の期限及び適用要件を緩和したことで、企業

における生産の安定化と問題解決、及び企業の信頼感向上に寄与し、より多く

の企業がメリットを享受できることが期待される。 

 
 
政策の背景 
 
2016年、国務院は「『中華人民共和国税関査察条例』の改正に関する決定」
（中華人民共和国国務院令第 670号）を公布し、正式に自主開示制度を確立
した。税関総署は 2019年に初めて租税関係の法令違反行為の自主開示に関す
る具体的な規定（税関総署公告 2019年第 161号）を公布したが、続いて
2022年に 54号公告を公布し、自主開示に対する行政処罰免除の適用要件を緩
和し、自主開示に適用される滞納金減免に関する手続きを明確化し、税関によ

る企業信用管理などの関連措置を調整した。数年にわたる実施と最適化を経

て、自主開示制度は、企業による管理の規範化に対する奨励、及び企業のコン

プライアンス向上への誘導において積極的な役割を果たし、税関と企業間の相

互信頼・理解、ウィンウィンの達成に寄与している。 
 
税関は以前、54号公告の改正についてパブリックコメント募集を実施したこ
とがあり、予定されている改正内容には、自主開示制度に関する複数の重要事

項の調整と明確化（特に適用対象範囲の拡大）が含まれ、業界の注目を集め

た。54号公告は 2023年 12月 31日を以て失効する予定であったが、税関が
失効前に新規定を公布・実施したことは、企業の自主的なヘルスチェック・是
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例」第 15条第 1項を適用するが、速やかに是正しており、且つ被害結果がない場合。 

 
1 「行政処罰法」、「税関行政処罰案件の処理手続きに関する規定」により、発生から 2年経過した違法行為は、行政処罰の対象外となる。 

正、遵法と自律を奨励することでビジネス環境をさらに最適化し、貿易の質の

高い発展を強化するという税関の施策方針を反映するものとなっている。 
 
 
政策の主な変化と分析 
 
（一） 行政処罰免除の適用対象となる自主開示の期限要件の緩和 

 
旧規定（54号公告） 新規定（127号公告） 

一、輸出入に従事する企業、組織

単位が租税関係の法令違反行為の

自主開示を行い、且つ下記の状況

のいずれかに該当する場合、行政

処罰を与えない。 

（一）租税関係の法令違反行為を

発生日から 6か月以内に自主的に
税関に開示する場合。 

（二）租税関係の法令違反行為を

発生日から 6か月以上~１年以内に
自主的に税関に開示し、且つ、納

付漏れ又は過少納付の税額が納付

すべき税額に占める比率が 30%以
下であるか、納付漏れ又は過少納

付の税額が 100万人民元以下であ
る場合。 

一、輸出入に従事する企業、組織

単位が租税関係の法令違反行為の

自主開示を行い、且つ下記の状況

のいずれかに該当する場合、行政

処罰を与えない。 

（一）租税関係の法令違反行為を

発生日から 6か月以内に自主的に
税関に開示する場合。   

（二）租税関係の法令違反行為を

発生日から 6か月以上~2年以内に
自主的に税関に開示し、且つ、納

付漏れ又は過少納付の税額が納付

すべき税額に占める比率が 30%以
下であるか、納付漏れ又は過少納

付の税額が 100万人民元以下であ
る場合。 

 
54号公告と比べて、127号公告では、行政処罰免除の適用対象となる自主開
示の期限は「発生日から１年以内」から「2年以内」に緩和し、「行政処罰
法」における「2年の遡及期間」に関する規定1と整合するようになってい

る。パブリックコメント時の意見募集稿における 18ヶ月の期限と比べて延長
されており、企業にコンプライアンス管理を行うための余裕を与えている。 
 
（二） 行政処罰免除の適用対象となる自主開示の新規追加 
 
127号公告では、行政処罰免除の適用対象となる自主開示の範囲に、「国の輸
出税額還付管理、税関統計の正確性と監督管理秩序に影響を与える法令違反行

為」の自主開示、及び「検験検疫分野の法令違反行為」の自主開示に該当する

状況が複数追加された。具体的には以下の通りである。 
 
• 「国の輸出税額還付管理に影響を与える行為」の自主開示： 

− 法令違反行為を発生日から 6か月以内に自主的に税関に開示する場
合。 

− 法令違反行為を発生日から 6か月以上~2年以内に自主的に税関に開示
し、国の輸出税額還付管理に影響を与えたが、不正な還付税額が適正

な還付税額に占める比率が 30%以下であるか、不正な還付税額が 100
万人民元以下である場合。 

• 加工貿易企業は、工程改善、非保税資材の比率の不正確な申告などによ

り、実際の単耗が申告された単耗より低く、それによって生じた余剰資

材、半製品及び完成品が処分されていない場合、或いは加工貿易方式で

再輸出された場合。 
• 輸出入貨物の関連項目が未申告、あるいは申告に不実があり、税関統計

の正確性に影響を与えたため、「中華人民共和国税関行政処罰実施条 
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− 法令違反行為が発生した月の末日 24時までに自主的に税関に開示し、且つ統計に影響を与えた金額は総計
1,000万人民元以下の場合。 

− 法令違反行為が発生した月の末日 24時から 3ヶ月以内に自主的に税関に開示し、且つ統計に影響を与えた金額
は総計 500万人民元以下の場合。 

• 「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第 15 条第 2 項を適用する場合（即ち、輸出入貨物の関連項目が未申告、
あるいは申告に不実があり、税関監督管理秩序に影響を与えた）。 

• 「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第 18条に適用し、国の輸出入禁止類物品管理、輸出税額還付管理、国
による徴税及び許可証明書管理に影響を与えない法令違反行為の場合。 

• 輸出入に従事する企業、組織単位が税関検験検疫業務の規定に違反したが、速やかに税関関連手続きを行い、且つ

被害結果がない場合（127号公告の付属文書 1に記載された状況に準拠する）。ただし、検疫類事項、及び検査類
事項の内、安全・環境保全・衛生に関する事項を除く。 

 
旧規定では、行政処罰の免除対象は「租税関係の法令違反行為の自主開示」となっているが、127号公告では、「租税
関係の法令違反行為の自主開示」から「税関法令違反行為の自主開示」に拡大している。新規定では、行政処罰免除の

適用対象となる自主開示の範囲は、「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」第 15条、第 18条に記載されている法令
違反行為のほとんど（外貨管理、許可証明書管理などを除く）をカバーしており、また、行政処罰免除の適用対象とな

る一部の手続上の法令違反行為の自主開示について、期限要件を設けないようにしている。また、新規定では、検査検

疫事項に関する 6種類の手続上の法令違反行為の自主開示が行政処罰免除の適用対象に組み入れられており、検査検疫
事項関連の自主開示が行政処罰免除の適用対象に組み入れられたのは、今回が初めてである。行政処罰免除の適用範囲

の大幅な拡大は、企業の自主開示を奨励するという税関の施策方針を反映しており、企業による自主開示制度の活用、

及び自主的なコンプライアンス向上に寄与することが期待される。 
 
（三） 管理基準のさらなる明確化 

 
旧規定（54号公告） 新規定（127号公告） 

二、輸出入に従事する企業、組織単位が自主的

に自身の租税関係の法令違反行為を税関に書面

で報告し、税関の処罰を受け入れ、税関が「自

主開示に該当するものとして、行政処罰の免除

を適用する」と判断する場合、当該輸出入企

業・組織単位は規定に基づき、税関に滞納金の

減免を申請することができる。規定に合致する

場合、税関はその滞納金を減免する。 
 
三、輸出入に従事する企業・組織単位が自主開

示を行い、税関から警告または 100万人民元以
下の過料の徴収を受けた場合、税関による企業

信用記録に記入しない。高級認証企業が租税関

係の法令違反行為を自主的に開示する場合、税

関の立件調査期間中に、当該企業に対して、高

級認証企業向けの管理措置の適用を停止しな

い。 

二、輸出入に従事する企業、組織単位が自主的

に自身の租税関係の法令違反行為を税関に書面

で報告し、且つ速やかに更正し、税関が自主開

示に該当すると判断した場合、当該輸出入企

業・組織単位は規定に基づき、税関に滞納金の

減免を申請することができる。規定に合致する

場合、税関はその滞納金を減免する。 
 
三、輸出入に従事する企業・組織単位が自主開

示を行い、税関から警告または 100万人民元以
下の過料の徴収を受けた場合、税関による企業

信用記録に記入しない。高級認証企業が税関法

令違反行為を自主的に開示する場合、税関の立

件調査期間中に、当該企業に対して、高級認証

企業向けの管理措置の適用を停止しない。ただ

し、検査類事項の内、安全・環境保全・衛生に

関する事項を除く。 
 
租税関係の法令違反行為について滞納金の減免を申請できるケースは、「自主開示に該当するものとして、行政処罰の

免除を適用する」と税関に判断されたケースに限定されなくなっている。即ち、自主開示に該当すると税関に判断され

た場合、行政処罰の免除要件に該当するか否かに関わらず、滞納金の減免を申請することができる。新規定により、滞

納金減免の適用範囲が拡大され、自主開示による恩恵が従来よりも増加している。 
 
（四） 「同一」の税関法令違反行為の再度自主開示に関する認定要件の緩和 

 
旧規定（54号公告） 新規定（127号公告） 

四、輸出入に従事する企業或いは組織単位が同

一の租税関係の法令違反行為について、再度税

関に自主開示する場合は、本公告の関連規定は

適用されない。 

四、輸出入に従事する企業或いは組織単位が同

一の税関法令違反行為（同一の性質を有し、且

つ法令の同一の条文の同項の規定に違反する行

為を指す）について、1年間（連続 12カ月）以
内に 2回以上税関に自主開示する場合は、本公
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告の関連規定は適用されない。 

「ライセンサーがライセンシーに対して、同一

の貨物を対象として一回或いは複数回供与する

権利許諾」に関する法令違反行為について、輸

出入に従事する企業或いは組織単位が再度税関

に自主開示する場合は、本公告の関連規定は適

用されない。 

 
127号公告では、「同一の税関法令違反行為」は「同一の性質を有し、且つ法令の同一の条文の同項の規定に違反する
行為」と定義されている。これは、「同一」の定義に対する解釈と明確化であり、これまでの実務の中で生じた懸念に

対する明確な回答であり、法執行基準の統一に寄与するものである。また、127号公告では、「同一の税関法令違反行
為の再度自主開示」に関する認定要件が緩和されている。54号公告では、「同一の税関法令違反行為を再度税関に自主
開示する場合は、行政処罰の免除規定は適用されない」と定められた。127号公告では、前項の規定に 1年間（連続 12
カ月）の期限が設けられ、期限満了後、企業が同一の税関法令違反行為を再度税関に自主開示する場合には、行政処罰

の免除適用を再度申請できる。この措置は、企業の自主開示制度の活用意欲を高めると同時に、短期間内に同一の税関

法令違反行為を繰り返し自主開示するという規定濫用に対応することで、企業の速やかな是正を奨励する政策となって

おり、税関の厳しく管理しつつも柔軟性のある施策方針を反映している。 
 
留意点として、127号公告では、ロイヤリティ関係の法令違反行為の再度自主開示に関する取り扱いが明確に定められ
た。即ち、「同一」の貨物を対象とするロイヤリティに関する法令違反行為の再度自主開示に、127号公告の関連規定
が適用されない。ただし、ロイヤリティに関する法令違反行為を再度自主開示する場合でも、以前と異なる貨物を対象

とするロイヤリティに関する法令違反行為を自主開示する場合、関連要件を充足すれば、再度行政処罰免除等の優遇措

置を享受できる。しかし、127号公告では、「同一の貨物」の判断基準（同一の物品を指すか、同一ロット/同種類の物
品を指すか）について明確に定められておらず、実務では異なる見解が存在する可能性がある。 
 
 
アドバイス 
 
全体的に見れば、127号公告では、行政処罰免除の適用対象となる自主開示の範囲が拡大しており、関連の期限要件と
適用要件が緩和されている。特筆すべき点として、行政処罰免除の適用対象となる自主開示の範囲は「租税関係の法令

違反行為」に限定されなくなっている。これは、企業における税関法令違反行為の発見と処理、内部コンプライアンス

管理の強化に便利を提供するものとなっている。私どもの実務経験から見て、企業が自主開示制度を活用し、関連優遇

を十分に享受するにあたって、主に以下の事項に留意することが推奨される。 
 
コンプライアンスレビューの定期的な実施 
 
租税関係の法令違反行為、国の輸出税額還付管理と税関統計の正確性に影響を与える法令違反行為に関する自主開示に

は、行政処罰免除の適用要件として、期限が設けられており、また、場合によっては「過少納付税額又は不正還付税額

の金額・比率要件」への充足も求められる。高級認証企業は、年次内部監査を十分に活用し、企業の輸出入活動に対し

てコンプライアンスレビューを行うことで問題の早期発見に務めると同時に、自主開示制度の活用を通じてコンプライ

アンス向上を図ることが推奨される。高級認証企業以外の企業は毎年、税関業務のコンプライアンスレビューを定期的

に展開することで問題の早期発見に寄与し、自主開示のための時間的余裕を確保すると同時に、関連制度への理解を深

め、コンプライアンスを前提とする内部統制体制を整備することが推奨される。また、自主開示制度の規定により、企

業が同一の税関法令違反行為に対して自主開示を行い、行政処罰の免除を申請できるのは 1年間以内に 1回が限度とな
っている。そのため、企業が税関法令違反行為を発見した場合、速やかに自主開示を行うほか、同種類の経営活動に対

してコンプライアンスレビューを行い、速やかに是正することで、短期間内の同一の税関法令違反行為の繰り返し発生

及び行政処罰免除の適用不可を避けることが推奨される。 
 
自主開示による恩恵の積極的な追求 
 
企業が業務上のコンプライアンス問題を発見した後、法令違反行為の性質、自主開示による行政処罰免除の適用要件へ

の適合性、リスク度合い、自主開示による影響などについて分析する必要がある。自主開示による各種優遇政策を適用

できる場合、行政処罰の免除など自主開示による恩恵を積極的に求めることが推奨される。内容が複雑である税関法令

違反行為については、判断材料として税関の実務に関する情報を取得し、必要に応じて専門機関に協力を求めることが

推奨される。 



5 
 

 
内部統制体制の科学的な整備 
 
行政処罰免除の対象となる法令違反行為の自主開示の範囲が拡大したが、企業は引き続きコンプライアンスリスクに留

意する必要がある。企業は、能動的なコンプライアンス体制を構築し、内部統制制度とプロセスを整備することで、コ

ンプライアンス管理の継続的改善とコンプライアンスリスクの軽減を図ることが推奨される。AEO高級認証企業は、サ
プライチェーン一貫の輸出入内部統制体制を構築し、特に関税分類、関税評価、原産地、ロイヤリティ、特殊な関係及

び価格への影響の確認、優遇貿易協定等の租税関係要素の判断と申告など法令の適用や複雑な規則の運用が求められる

専門性の高い分野で、重要なノードにおけるコントロールと制度の整備を通じて、コンプライアンスリスクを軽減する

必要がある。また、127号公告の自主開示による行政処罰免除の適用対象となる一部の検査検疫業務に関する規定、及
び関連の除外規定を踏まえて、検査検疫業務に従事する企業は、相応の内部統制体制の構築と整備を強化することが推

奨される。また、業務内容が複雑である企業は、リスクコントロールの手段として、ITシステムの運用を通じてコンプ
ライアンス上の問題の防止と適時な発見を図ることが推奨される。 
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